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と
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約
２
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か
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。
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　市と市民団体アクティヴ・ママでは、相互提案型協働事業として、外国
籍の親子への理解を深めるために、多国籍親子支援事業「Tomodachi  
Salon」を開催しています。今回は、外国籍の母親が、母国のあいさつや
文化を紹介する他、「松ぼっくりツリー作り」などを行います。
○と　き　１２月２０日（木）午前１０時～正午
○ところ　ハーモニーホール座間２階　大和室
○対　象　市内在住の外国籍の親子、日本人親子（大人だけの参加可）
○参加費　無料
○参加方法　当日直接会場へ
○問い合わせ先　アクティヴ・ママ　1０７０（１４８９）９５７３
　※日本語での会話が不安な方は、電子メール（active_mama_zama@ 
yahoo.co.jp）でお問い合わせください。

担当 渉外課　1０４６（２５２）８０３５　5０４６（２５５）３５５０
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　市と市民団体アクティヴ・ママでは、相互提案型協働事業として、外国
籍の親子への理解を深めるために、多国籍親子支援事業「国際交流～親子
茶道体験」を開催します。
○と　き　平成３１年１月２６日（土）午後２時～３時３０分
○ところ　ハーモニーホール座間２階　大・小和室
○内　容　茶道体験、日本の昔遊び（折り紙、けん玉、かるたなど）
○対　象　市内在住の外国籍の親子、日本人親子（大人だけの参加可）
○参加費　無料
○申込方法　代表者名（ふりがな）、住所、電話番号、人数、国籍、子ど
もの年齢を明記し、１月１５日（火）までに電話または電子メール（acti 
ve_mama_zama@yahoo.co.jp）で問い合わせ先へ

○問い合わせ先　アクティヴ・ママ　1０７０（１４８９）９５７３
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　恒久平和と核廃絶を目的に実施した原水爆禁止募金へ２８２万５，１６３
円（１１月１５日現在）の貴重な浄財が寄せられました。
　頂いた浄財は、広島・長崎市への援助金や市内被爆者への見舞金
などに活用させていただきます。
　同募金へのご理解とご協力ありがとうございます。

担当 広聴人権課　1０４６（２５２）８０８７　5０４６（２５２）０２２０
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　市では、自殺者の減少やより生きやすい社会の構築を目指して、
（仮称）座間市自殺対策計画の策定を進めています。
　このたび、同計画の素案を作成しましたので、市民の皆さんから
の意見を募集します。皆さんから頂いたご意見に対する市の考えは、
市ホームページなどで公表します。
◯意見を提出できる方　市内在住・在勤・在学者、市内に事業所な
どを有する法人またはその他の団体、公募事案に利害関係を有す
る方
○募集期間　１２月２５日（火）～平成３１年１月２５日（金）
○閲覧場所　市役所１階障がい福祉課・市民情報コーナー、各出張
所、市公民館、北・東地区文化センター、図書館、青少年センタ
ー、各コミュニティセンター（市ホームページで閲覧可）
○意見の提出方法　住所、氏名（法人などは名称と代表者名）、電
話番号を明記し、任意の書式で〒２５２－８５６６座間市役所障がい福祉
課宛てに郵送、ファクスまたは直接担当へ（市ホームページから
電子申請可）
　※市内在勤者は事業所名と所在地、市内在学者は学校名と所在地、
法人などは所在地を加えてご記入ください。

担当 障がい福祉課　1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３


